


火薬類取締法施行規則関係例示基準（廃棄） 

 

 

この火薬類取締法施行規則関係例示基準（以下「例示基準」という。）は、火薬類取締法

施行規則（昭和 25 年 10 月 31 日通商産業省令第 88 号。以下「施行規則」という。）に定め

る技術的要件を満たす技術的内容をできるだけ具体的に示したものである。 

なお、施行規則に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容はこの例示基

準に限定されるものではなく、省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的

根拠があれば、省令に適合するものと判断するものである。 

 

  

別添 



施行規則第６７条 

第六十七条 火薬類（不発弾等を除く。）の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応

じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれのない方法により行わな

ければならない。 

 

●施行規則第六十七条第一項に規定する火薬類（不発弾等を除く。）の廃棄の方法とは、次

のいずれかの基準によること。 

１．火薬又は爆薬は、少量ずつ爆発処理又は燃焼処理すること。 

２．水又は溶媒に可溶性の成分を主とする火薬又は爆薬は、安全な溶液として分解処理す

ること。 

３．凍結したダイナマイトは、完全に融解した後燃焼処理するか、又は０．５ｋｇ以下を

順次に爆発処理すること。 

４．工業雷管、電気雷管又は信号雷管は、孔を掘って入れ、又は水中に入れ、爆発処理す

ること。 

５．導火線は、燃焼処理又は湿潤状態として分解処理すること。 

６．導爆線及び制御発破用コードは爆発処理又は、少量ずつ燃焼処理すること。 

７．導火管付き雷管は、導火管部と雷管部とを切断し、雷管部は４．に規定する方式によ

り爆発処理し、導火管部は爆発処理又は燃焼処理すること。 

８．実包又は空包は、燃焼炉(燃焼中に実包又は空包の全部又は一部が外部に飛散すること

を防ぐ構造及び材質であるものに限る。)を使用して燃焼処理すること。 

９．銃用雷管は、孔を掘って入れ、爆発処理又は、燃焼炉（燃焼中に銃用雷管の全部又は

一部が外部に飛散することを防ぐ構造及び材質であるものに限る。）を使用して燃焼処理

すること。 

１０．４．から９．に掲げるもの以外の火工品は、４．から９．の基準に準じて処理する

こと。 

 

 




